
事業の活用イメージ①

ここでは、一般的に活用が想定されるケースとして、
木造戸建住宅において、一定の省エネルギー改修を行おうとする場合に、
本補助事業を適用するためのチェックポイントを紹介しています。

補助事業を活用する上で対応が困難な要件から、
順番にチェックするようになっています。

木造戸建住宅の評価基準のイメージ

省エネルギー対策等級３
（平成４年基準）に適合
+開口部の断熱措置 等

省エネルギー対策等級３
（平成４年基準）に適合
+開口部の断熱措置 等

専用配管の構造
排水管の内面が平滑（蛇腹管を
用いていない等）で清掃可能
＋ 配管がコンクリート内に埋
め込まれていない
＋ 地中埋設管の上にコンク
リートが打設されていない 等

専用配管の構造
排水管の内面が平滑（蛇腹管を
用いていない等）で清掃可能
＋ 配管がコンクリート内に埋
め込まれていない
＋ 地中埋設管の上にコンク
リートが打設されていない 等

住宅の着工時期が昭和56年6月以降であり耐震性に影響のある増改築が
行われていない、又は、耐震診断を行い Iw≧1.0+構造耐力に支障のある
劣化事象がない 等

住宅の着工時期が昭和56年6月以降であり耐震性に影響のある増改築が
行われていない、又は、耐震診断を行い Iw≧1.0+構造耐力に支障のある
劣化事象がない 等

劣化対策

省エネルギー対策

維持管理・更新の容易性

耐震性

必須

外壁
通気構造 等
外壁
通気構造 等

小屋裏
軒裏又は小屋裏の壁2箇所以上に換気口
＋ 維持保全の強化＋木部が乾燥状態 等

小屋裏
軒裏又は小屋裏の壁2箇所以上に換気口
＋ 維持保全の強化＋木部が乾燥状態 等

浴室・脱衣室
浴室がユニットバス（JIS A4416の製品）
＋脱衣室が防水上有効な仕上げ
（壁:ビニルクロス、床：塩ビシート）等

浴室・脱衣室
浴室がユニットバス（JIS A4416の製品）
＋脱衣室が防水上有効な仕上げ
（壁:ビニルクロス、床：塩ビシート）等

床下
床下が厚さ60mm以上のコンクリートに
覆われている
＋ 5m以下毎に300cm2以上の床下換気口
＋ 維持保全の強化 等

床下
床下が厚さ60mm以上のコンクリートに
覆われている
＋ 5m以下毎に300cm2以上の床下換気口
＋ 維持保全の強化 等

土台
床下に露出している部分と工事で露出する
部分で防腐防蟻処理＋ 維持保全の強化 等

土台
床下に露出している部分と工事で露出する
部分で防腐防蟻処理＋ 維持保全の強化 等

基礎
基礎高さ300mm以上
＋ 人工芝、砂利等の敷設
＋ 維持保全の強化 等

基礎
基礎高さ300mm以上
＋ 人工芝、砂利等の敷設
＋ 維持保全の強化 等

地盤
地盤がべた基礎で覆
われている 等

地盤
地盤がべた基礎で覆
われている 等

床下・小屋裏の点検
床下・小屋裏の区画毎に点検口
の設置 等

床下・小屋裏の点検
床下・小屋裏の区画毎に点検口
の設置 等

必須

任意
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必須



木造戸建住宅において断熱・省エネリフォームを行う場合①
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チェックポイント②：耐震性の有無の確認（保存されている書類で確認）

□ 次のいずれかの書類等があり、耐震性に影響のある増改築等が行われていない → チェックポイント③へ
（耐震性に影響のある増改築等が行われている場合はⅠｗ値≧1.0が確認できる建築士の耐震診断書有り）

□建築確認の日付けが昭和56年6月1日以降である、確認済証又は特定行政庁の建築確認台帳記載事項証明書等
□耐震等級（倒壊等防止）等級１以上の住宅性能評価書
□住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
□Ⅰｗ値≧1.0が確認できる、建築士による耐震診断書

上記にチェックがつかない場合 → 建築士による耐震診断、又は、耐震改修が必要

チェックポイント③：劣化事象の有無の確認（事前インスペクションで確認）

□ 過去１年以内に実施した事前インスペクションの結果が次のいずれかに該当する → チェックポイント④へ
□ （補助インスペクション）補助事業の現況チェックシートにおいて、劣化事象無し
□ （告示インスペクション）既存住宅状況調査の結果の報告書（※）において、劣化事象無し ※「結果の概要」ではないので注意

□ （保険インスペクション）既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合（安心R住宅を含む）
□ （評価インスペクション）既存住宅性能評価の現況検査報告書において、特定劣化事象等無し

上記にチェックがつかない場合 → 劣化部分の補修工事を実施、又は、今後の補修工事や点検の強化を維持保全計画に記載
ただし、部材・接合部に断面欠損・折損が生じたり、壁・柱・床等に著しい傾斜等が生じている場合は、その補修が必要

チェックポイント①：住戸規模と基礎高さの確認（保存されている書類又は事前インスペクション時に現場確認）

□ 次の全てに該当する → チェックポイント②へ
□延べ床面積の過半が住宅（リフォーム前後とも）
□少なくとも１の階の床面積（階段部分除く）が40㎡以上、かつ、延べ床面積が55㎡以上
□基礎高さが300㎜以上 ☛ 300㎜未満の場合は提案型の活用を検討

上記にチェックがつかない場合 → 補助対象にならない、又は、床面積不足の場合は増築工事（補助対象外）が必要

住宅登録時
の確認事項

☛ 評価基準に適合させるための工事は全て特定性能向上工事

☛ インスペクションの指摘事項の補修工事はその他性能向上工事
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木造戸建住宅において断熱・省エネリフォームを行う場合②

チェックポイント④：劣化対策の必要性の確認（保存されている書類と事前インスペクション時に現場確認）

□ 住宅の各部位（外壁の軸組等、土台、浴室及び脱衣室、地盤、基礎、床下、小屋裏、床下・小屋裏の点検、構造部材
等）がそれぞれ評価基準（「（２）評価基準について」を参照）に適合することを確認 → チェックポイント⑤へ
注）ＲＣ造の車庫等を設ける等した高床式の混構造（特別豪雪地帯の特例を受けた場合を除く）の場合は、当該部分がＲＣ造の
劣化対策の基準に適合することを確認のこと

上記にチェックがつかない部位がある場合 → 全ての部位が評価基準に適合するようリフォームが必要

☛ 評価基準に適合させるための工事は全て特定性能向上工事

チェックポイント⑤：断熱・省エネリフォームの実施

□ 省エネルギー性能を高めるためのリフォームとして、次のいずれかのリフォームを実施（改修タイプの場合）

□全居室の全ての窓・ドアを断熱性の高い製品に交換等し、かつ、床・外壁・屋根（天井）のいずれかの全部を断熱改修
（タイプＡ；全開口断熱改修）

□ LDKと他2室全ての窓・ドアを断熱性の高い製品に交換等し、かつ、設備1種類を高効率化等設備に交換
（改修タイプＢ： LDK+2室以上の開口部を改修、又は全開口部面積の65％以上を改修+省エネ設備改修）

□ＬＤＫ以外の2居室の全ての窓・ドアを断熱性の高い製品に交換等し、かつ、設備２種類を高効率化等設備に交換
（改修タイプＣ；その他居室2室の断熱・2種の省エネ設備改修）

□ある居室の全ての窓・ドアを断熱性の高い製品に交換等し、かつ、その居室の外気に面している床・外壁・屋根（天井）の
全てを断熱改修（タイプＤ；一部屋断熱改修）

※ 窓・ドア、床はいずれも外皮にあるもの（外気に接するもの）が対象
※ 断熱改修の仕様及び高効率化等設備の概要については、「（２）評価基準について 評価基準の概要【省エネ】」の項を参照

☛ 評価基準に適合させるための工事は全て特定性能向上工事

チェックポイント⑥：補助金の額が10万円（補助対象工事費が30万円）以上であること




